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令和６年度 第４回 長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

 

  日 時：令和７年２月５日（水） 

      1 3 ： 3 0 ～ 1 6 ： 3 0 

  場 所：長野県庁議会棟第2特別会議室 

 

１ 開 会 

 

（井口課長補佐） 

 ただいまから、「令和６年度第４回長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会」を開会

いたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、また足元の悪い中御出席をいただきま

して、誠にありがとうございます。本日全体の進行を務めさせていただきます事務局の児

童相談・養育支援室の井口でございます。よろしくお願いいたします。 

当分科会は、社会福祉審議会及び児童福祉専門分科会の規定により運営が行われます

ので、あらかじめ御承知おきください。 

 それでは会議に先立ちまして、県を代表いたしまして、こども若者局長の高橋から御挨

拶を申し上げます。 

 

 

２ あいさつ 

 

（高橋こども若者局長） 

 こども若者局長の高橋寿明です。今年度第４回目の児童福祉専門分科会の開催に当たり

まして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日も、委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中御出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。そしてこれまで、社会的養育推進計画の策定に関して、多大なる

御理解と御協力を賜りまして、感謝を申し上げます。 

 本日は、今年度最後の分科会となります。これまで１年間の委員の皆様の御議論や社会

的養育関係者、そしてこどもたちとの意見交換も踏まえまして、次期計画案について締め

くくりの議論を行っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 県では、昨年11月の第３回目の分科会の後、12月上旬から１か月間パブリックコメン

トを実施したほか、12月に県内２会場におきまして、児童養護施設や里親の下で生活し

ているこどもたちとの座談会を開催いたしました。 

 この座談会におきましては、こどもたちが現在の日々の生活の中で抱いている思いや、

将来に向けての希望、さらには周りの大人に対する期待や要望が聞かれたところでありま

して、今後より一層こどもたちの声に応えていくためにも、様々な取組を強化していく必

要性を再認識したところであります。 

 改めまして、次期社会的養育推進計画の全体を貫く軸が、こどもの権利を守ることであ

ることを念頭に置きつつ、こどもたちにとってよりよい、こどもと共にある計画となるよ
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う引き続き努めてまいります。 

 さらに、本日午前中の部局長会議で決定をしました県の令和７年度当初予算においても、

次期社会的養育推進計画を推進するための施策を新たに盛り込むことができましたので、

こうした施策もしっかりと進めていきたいと考えております。 

 委員の皆様には、今回もそれぞれのお立場から御意見をいただきますよう、改めてお願

いを申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いします。 

 

（井口課長補佐） 

 それでは、以降着座で失礼いたします。局長の高橋でございますけれども、所用のため、

これにて退席をさせていただきます。御了承ください。 

 続けさせていただきます。 

 本日の分科会の成立について御報告申し上げます。本日は、専門委員７名のうち７名の

専門委員の皆様に御出席をいただいておりますので、分科会運営要領第５の１の規定によ

りまして、本分科会が成立していることを御報告申し上げます。なお、御覧のとおりでご

ざいますが、特別委員の島岡委員におかれましては、本日オンラインでの御参加となって

おります。それから若者委員の前島委員につきましては、本日急遽どうしても都合がつか

なくなってしまったということで御欠席でございます。渡部委員さんに関しては、もう間

もなく御到着の予定となっております。 

 それでは会議事項に入る前に、会議資料の確認をお願いいたします。次第及び出席者名

簿、それから資料が多うございますが、資料１、資料２－１、資料２－２、３、４－１、

４－２、資料５、それから参考資料１と参考資料の２をお手元に御配付申し上げておりま

す。漏れ等がもしございましたら、事務局にお声がけください。よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、本日の会議ですけれども、記録の正確性を期す観点から録音をさせていただきま

すので、御了承ください。  

 

 

３ 会議事項 

 次期長野県説明破壊的養育推進計画案について 

 

（井口課長補佐） 

 それでは、これより会議事項に入ります。上鹿渡分科会長に審議の進行をお願いいたし

ます。 

 上鹿渡会長、よろしくお願いいたします。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 よろしくお願いいたします。それでは、議事を始める前に、本日の議事進行に関わり一

つ確認をさせていただきます。本分科会は、原則として議事録、資料を含め公開により開

催することとしておりますが、よろしいでしょうか。 
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 ＜「はい」の声 ＞ 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、会議事項の「次期長野県社会的養育推進計画案について」を議題といたしま

す。本日の進め方としまして、資料１の主な審議事項に沿って進行させていただきます。

資料１－１「パブリックコメントの結果について」でひと区切り、資料１－２、３の計画

案の内容及びダイジェスト版とこども向けの概要資料でひと区切り、さらに４の「こども

に向けたメッセージ」で区切り、最後に５の来年度の分科会の体制についてで区切りを設

けたいと思います。途中審議の２、３が終わったところで休憩を予定しております。 

 それでは事務局より説明をお願いいたします。 

 

（筒井係長） 

児童相談・養育支援室の筒井でございます。よろしくお願いいたします。着座で説明

をさせていただきたいと思います。 

まず、資料１を御用意いただければと思います。 

今回ここに記載いたしました大きく５点について、御審議をお願いしたいと思ってい

ます。 

まず、計画策定に向けまして12月上旬から１月上旬まで実施しました計画の原案に対

するパブリックコメントの結果とそれに対する県の考え方、そこについて説明をさせてい

ただきまして御審議をお願いしたいと思っております。 

次に、パブリックコメントなどを踏まえました計画案の内容について、主に原案から

の変更点を中心に説明をさせていただきまして、その上で、さらに主にこどもを想定した

こども向けに作成・公表したいと考えているダイジェスト版等についても説明させていた

だきまして、御審議をお願いしたいと思っております。 

４、５の項目について相談等をさせていただくと、そんなような流れで考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

そうしましたら、資料２－１のお願いいたします。 

まず、パブリックコメントの結果等についてになります。前回11月の分科会において

御審議いただきました計画原案、こちらを基に12月10日から１月９日までの30日間です

が、パブリックコメントを行ったところでございます。結果といたしまして、２名の方と

２団体のほうから、合わせて27件御意見が挙がったところでございます。 

恥ずかしながら、誤字脱字についても御指摘をいただいたところもあるんですけれど

も、そういったところは除いた件数ということでカウントをしているところでございます。 

いただいた御意見の内訳についてですが、右側の表にありますが、里親委託等の推進

に関するものについての御意見が半数以上になっているところでございます。 

個別の御意見とそれに対する県の考え方、対応案につきましては、次の資料２にもあ

りますけれども、時間の都合もありますので、そこでは主な概要のみ資料２－１のほうで

説明をさせていただければと思っております。 

まずは、資料の下のほうですけれども、長野県の特色ということで、今回出している
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わけですが、その中の一つとして、市町村数が多いということを挙げております。それに

ついては、それが強みであるというところについて疑問を示された内容でございました。 

こちらにつきましては、今回の後期計画では、特に小規模な市町村が抱えている課題

もあるというところから、この「強み」というものを落とした形で「特色」のみという形

で表記をしてきたつもりではあるんですけれども、ちょっと説明が不明確かというところ

もありましたので、そこについては本文に明記したいと考えているところでございます。 

その次ですが、こどもの意見表明権の保障の関係ですけれども、今回原案中で被措置

児童のみを評価指標の対象としているところではありますけれども、本来であれば、その

全てのこどもの意見表面権の保障があるべきで、そちらを評価指標にすべきではないかと

いった御意見もあったところでございます。 

こちらにつきましては、県としても課題ということで認識をしているところではござ

いますけれども、今回の後期計画の中におきましては、令和４年の児童福祉法の改正も踏

まえた、特に権利擁護であったり、意見表明権の保障が必要と考えられるような社会的養

護下のこどもへの支援・サポートが主な取組であると考えておりまして、こちらについて

は原案どおりで、被措置児童のみを対象とした評価指標としたいと考えているところでご

ざいます。 

そしてその下ですけれども、市町村によるこどもや家庭へのサポート体制の構築に関

してですけれども、住民への相談、敷居を低くするというところで、地域子育て相談機関

というものがありますけれども、その設置への支援を計画に位置づける必要があるのでは

ないかという御意見が出されたところでございます。 

こちらにつきましては、児童福祉法の第10条の３において努力規定とされております

し、そのほか、国のこども家庭センターのガイドラインにも記載されている内容であると

いうこともありまして、こちらは計画に位置づけることで、計画の中で設置を促していく

ということを計画に位置づけるとともに、評価指標にもその設置数について見ていきたい

というような形で、追加を考えているところでございます。 

その次ですけれども、こどものパーマネンシー保障に関しまして、こどもが生活する

地域の里親への委託を検討するということが必要ではないかという御意見もあったところ

でございます。 

こちらにつきましては、こどものパーマネンシー保障の観点から、重要な観点である

と思っておりまして、計画の原案中でもそういった趣旨の記述はしているところで、そう

いった考え方も示しているところではあるんですけれども、ちょっとそこのところをもう

少し明確にすべきであろうというところで、記述の修正を図りたいと考えているところで

ございます。 

そして、里親への委託の推進に関してですけれども、里親への支援における里親同士

の交流であったり、そのサポートの推進、こちらも計画に位置づけて、それと里親支援セ

ンターと児童相談所におけるフォスタリング業務の内容というか、レベル差が見られると

いうような御指摘もいただいたところでございます。 

この点については、まずは、１点目のほうですが、各地域の中の里親を中心とした、

あるいはその里親と児童相談所やフォスタリング機関が対等な関係の中でチーム養育を進

めていく。そういったことの中では、里親同士の交流であったり、いわゆるベテランの里
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親の方によるサポート、こういったものも進めていく必要が、そういったものも重要であ

ろうと考えているところでして、その点について、計画で明記を図りたいと思っておりま

す。 

そして、里親支援センターと児童相談所ですが、いずれも同じフォスタリング機関と

してサポートの質の向上を図るということは必要であると考えておりまして、その旨も計

画に改めて加えていきたいと思っているところです。 

資料２－２ですが、個別の御意見と県の考え方をひととおり載せております。このパ

ブリックコメントですけれども、県の考え方を記した結果について、実施後１か月を目途

に公表することとされております。従いまして、この資料２－２の内容でパブリックコメ

ントの結果として県のホームページへの掲載、パブリックコメント結果ということで載せ

ていきたいと考えているところでございます。 

つきましては、この計画案の審議に入る前に、一度このパブリックコメントの内容に

つきまして御審議をお願いしたいと思っております。 

ここまでの説明は以上となります。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問、御意見というこ

とですけれども、公表するのは今の１枚紙ではなくて、２－２のほうを答えとしてホーム

ページ上で見られるということですね。そこの答え方がこれでいいのかというところです

ね。細かい部分もありますが、質問も含めて御意見等いただけたらと思います。いかがで

しょうか。 

 では待っている間に、私のほうで今思ったことを一つ。今、説明の中にもあった原案９

の「すべてのこどもの意見表明」というところで、評価指標を全てのこどもを対象とする

という、これは本当に確かにそうだなというところです。実際にはその評価指標を使って

見ていくところは社会的養護に限るということで、今始めるに当たっては一番できていな

いところをまずはしっかりやろうというところなので、そのとおりだと思います。県の考

え方として、これを基にしながら社会的養育というのだから全てのこどもというのはその

とおりですし、長野県のこどもみんなにこれは保障されるべき、こどもの権利という視点

から言えば本当にそのとおりです。そういうことを考えているということを、ぜひ考えと

して書いていただけたらと思います。、ただ、今回始めるに当たっては最もここが不足、

欠如していた、国もここからと言っているところから始めていくといったような、説明を

入れておいていただけるといいですね。 

 たぶん今回の計画はこのようなことがいくつか入っていると思います。今回修正してい

ただいた中では、例えば国としては、障害のある子たちに家庭養育優先原則をまだ全て入

れ切っていないんですけれども、県としてはそれも大事なことだから入れて考えていきた

いということは提示していただいています。この考え方が示されていることがとても大事

だと思います。、次はそこから先に進めるので、ぜひ指標としては入れられないけれども、

考えとしては持っているということをしっかり記載していただけたらと思います。 

 この原案のページが、今回頂いているのとちょっとずれているんですかね。今見たら、

もしかしたら書いてあるのかもしれないんですが、そのようなこと思いましたがいかがで
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しょうか。 

 

（筒井係長） 

 そうですね。今回お配りしている計画案の中では、参考資料の１の117ページからがそ

こに当たるところで、主に10-1から10-3までが考え方の部分をある程度説明していると

ころになっております。なかなか「すべてのこども」という言い方はこの中ではしていな

いところではあるんですけれども、また、事務局のほうでも検討して、そういったものが

必要であれば考え方として示すように考えたいと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 アドボケイトの動きも結構社会的養護でやらなければならないものがいろいろ入ってき

て、実施している団体も、福岡市などでは学校にも入り始めていたりして、本丸というか、

一番はたぶんそこでやれるようにならないと変わっていかないというのがあると思うんで

すけれども、その最初の場が社会的養護でというのは結構大事というか、ここから動き始

められるのではないかと思います。この委員会もそうですけれども、若者が委員に入って

いただけるとか、もっとほかの領域でも、教育なんかでももっと若者委員が入ったらいい

のにと思うのですが、なかなかそこは難しいですね。ここでやっていることは実は全ての

こどもに必要なのだということを、ぜひここから発信していただけたらと思います。後で

ここにこんなふうに長野県の考えが書いてあるんですよということで進めていけると思う

んですよね。ぜひどこかに入れていただけたらと思います。それにのっとった回答にして

いただけたらいいんじゃないかと思いました。 

 

（筒井係長） 

 こどもの権利に寄せてかなり書いているところがあるので、当然こどもである以上は全

てのこどもにはなると思うんですけれども、そこをもう少しうまくできればというところ

でしょうか。またこちらでも考えさせていただきたいと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 これまでも大事なことを入れていただいてきているので、これも、ちょっと大変かもし

れないんですけれども、何とか入れていただけたらと思いました。ありがとうございます。

すみません、私のほうで時間を取りまして。 

 ほかの皆さん、いかがでしょうか。何でも言っていただけたらと思いますが。一応、今

はパブリックコメントに関連したものでということです。 

 特にないですか。なければ、内容自体はまたこの後でご意見いただきます。今パブリッ

クコメントの答え方というところですので、よろしければこ子までとします。これはもう

後々気づいてまた送るとかあまり時間的に余裕はないということですね。量は多いので、

もしかしたら後で気づいたりもするかもしれませんが。 

 

（筒井係長） 

 そうですね。少なくとも来週の頭ぐらいにはと思っているので、こちらについては今週
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ぐらいにいただけるとありがたいです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ということですので、皆さん、また気になれば今週中にいただければと思います。 

 それでは、この部分はこれで終了します。 

 続けて、資料１の審議事項２、３の関係について、事務局からお願いいたします。 

 

（筒井係長） 

 引き続きお願いいたします。次は資料３をお願いしたいと思います。 

 この後、資料４のほうで計画案の概要について説明させていただくようになりますけれ

ども、その前段といたしまして、前回御審議いただいた計画原案から、どんな変更が加え

られているかという点についてここで説明をさせていただければと思います。また、参考

資料１のほうも言及すると思いますので、また御用意いただければと思います。 

 まず、上のほうの１ですけれども、パブリックコメントを踏まえた修正等です。先ほど

説明をいたしましたもののほかですけれども、主に特別養子縁組等におけるライフストー

リーワークについての充実を図るということですとか、未委託の里親の方を含めた里親へ

の支援ですとか、いわゆる里親養育の不調となったような場合のアフターフォロー、こち

らについても明記を図っていきたいと思っているところです。 

 そして下のほうの２と３についてですけれども、前回の分科会の後で意見照会をさせて

いただいて、委員の皆様からいただいた御意見であったり、あとは県の内部で調整したも

のであったり、事務局側で再検討など行ったものを踏まえて、今回の計画案で追加したも

のであったり修正・変更等を加えたものになります。 

 まず、下の左側の２のほうの追加したものですけれども、計画全体の構成の中で、全体

の議論に入る前の導入セクションが弱いかなと感じていたところで、まずは社会的養育に

ついて考えていくことが必要という必要性を補強するようなセクションを入れております。 

 そのほか、委員の皆様からの御意見も踏まえまして、特に評価指標の中で意見表明が利

用可能なこどもの対象を今回の計画では小学生以上のこどもという形で定義をしたという

ことであったり、障害児への支援についても、今回の計画の理念に基づくケースワークで

あったりケアが必要であるといった指摘の追加を行いたいと思っているところです。 

 また、右側の３のその他ですが、少し目次を細かくしております。少し検索性を高める

必要があったのでそれを加えております。あとは用語解説であったり、コラムのようなも

のも追加して、少し内容の充実を図っていきたいと思っています。 

 この中の上から４番目のこども向けのメッセージについては、また後ほど御相談させて

いただきたいと思います。 

 そして具体的な変更点ですけれども、参考資料１にあるとおりで、変更箇所については

マーカーをしております。内容によって何色かに分けておりますけれども、参考資料１の

頭のページで、「マーカー凡例」を入れさせてもらっています。この５色で色分けをして

おります。特に青色でマーカーした部分は、書きぶりなど委員の皆様に相談させていただ

きたいと思っておりますので、この後の審議であったり、１週間程度を目途に御意見をお

願いできればと考えております。 
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 そのほかにも、ほかの箇所でも御意見等あれば、また１週間程度を目途にいただきたい

と思っております。 

具体的な変更箇所のページは、全部は言い切れないですが、まずパブリックコメント

を踏まえた修正の箇所、緑色のマーカーの箇所です。 

まず、100ページと105ページです。長野県の特色に関するところの追記です。「強み」

というものをなくして、今回は「特色」だけですというような書き方にしています。 

次は、158ページ、160ページ、こちらが市町村による家庭支援事業の市町村によるサ

ポートの強化の関係で、地域子育て相談機関に関する記述を追加しております。 

それに関連しまして164ページに、家庭支援事業の用語解説、６事業の解説を用語解説

として加えております。 

次が296ページで、特別養子縁組におけるライフストーリーワークに関する記述につい

て、少し充実を図ったような形にさせていただいております。 

次に、飛んで350ページになりますが、こちらの里親養育不調となった場合のアフター

フォロー、こちらも里親のサポートの中には含まれるんですということを書かせてもらっ

ています。 

緑色のパブリックコメントを踏まえた修正は主にはこういったところになっておりま

す。 

次が、ピンク色のマーカーをしているものが、委員の皆様からいただいたところを踏

まえた修正で、こちらは大きく４か所ございます。 

戻って136ページになりまして、意見表明の関係で、意見表明等支援事業を利用可能な

こどもの割合を分母をどこに置くかという話になりますが、こちらを今回の計画では小学

生以上と、実態調査においても、６月から７月に行われたアンケート調査におきましても、

小学生以上のこどもさんを対象にしたというところもありまして、今後の推移も見ていく

中では小学生以上というところで一つ線引きを図りたいというところでございます。 

次に少し飛びまして、383、384ページになります。こちらは施設の関係になりますが、

障害児の入所施設の関係の中で、障害児に対する計画理念に基づくサポートの必要性の言

及を加えております。 

次は424ページで、いわゆる自立支援の関係がありますが、こどもの進学率をこれまで

自立の指標にしてきたんですけれども、そこについては今回見直したいというところの中

で、いわゆる社会的養護にあったこどもが大学進学した後になかなか卒業までたどり着け

ないといったところも多く指摘されていることもありますので、そういった課題というか、

そこら辺についても少し言及をさせていただいた形になっております。 

そして430ページで児童自立生活援助事業の中で、Ⅰ型とⅡ型については数値的な設置

目標を掲げているんですけれども、Ⅲ型、里親・ファミリーホームが実施する事業になり

ますが、こちらについては今回目標値を定めてはいないんですが、そこについて目標値は

定めないですけれども、そういった取組がされることが必要であることはここできちんと

書いておきたいなというところがあったので、そこについて書かせていただいております。 

そしてもう一つマーカーの関係では、青のマーカーです。こちらも多くて大変恐縮で

すが、また戻って44ページ、目標のこどもの権利を守るという言い方をどうするかにな

ります。こどもの権利条約を見ているといろいろな言い回しが出てきている中で、「保障
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する」「確保する」「実現する」であったり、「実装する」は直訳過ぎるかなというところ

がありますが、そこら辺の青いほうは、英語で見ると単語が違うのかなと思っていますが、

そこまで含めて入れるかどうか考えているところになります。 

そして54ページは、マズローの５段階欲求について今回触れているんですが、そこの

批判についてこういった記載で問題がないか、見ていただきたいところになります。 

次は69ページの特別養子縁組、字がつぶれて見えづらいかもしれませんが、特別養子

縁組について追加の説明を加えております。いわゆる法的な関係がなくなるということを

どう説明するか、血縁関係は残るというところまで説明するかも含めて、説明するとした

らどうかということもあるんですが、そこについても御意見があればと思っております。 

次が108ページのトラウマの関係、今回原案の中でもいろいろ触れているところですが、

トラウマの原因となる危機的状況についての説明、記述がこういったものでいいのか、ち

ょっと専門的になっていますので、そこについても御意見をいただければと思っておりま

す。 

少し飛びますが、次は300ページで、これも特別養子縁組の関係、真実告知やライフス

トーリーワークについての用語解説をしております。そこの記述ぶりというか、解説の内

容がこういった内容で妥当かどうかというところになります。 

次が312ページ、里親委託に当たっての留意事項をいろいろ書かせてもらっている中で、

青いマーカーをした箇所がありますが、このあたりについて、読んでいただいてどうかと

いうところがあります。 

次は339、340ページで、里親等委託率の目標設定に関して、実際に地域懇談会等で御

意見等を伺った中で、そこまで急いでやる必要があるのかという御意見もあったところで、

そういったものにどうやって答えていくのか。そこについてはこういったような答えとい

うか、県としての考え方としてよろしいかといったところになります。 

346ページで、こちらの「サポート」という言い方が、専門の方からすると少し紛らわ

しい部分があるという御指摘もいただいたので少し説明を加えたものになります。 

もう一つあって、戻りますが85ページで、パーマネンシー保障の関係で、こどもがし

ゃべっているところで、児相職員が替わったり、施設の担当職員が替わったことで少し不

安定になってしまったという旨の言及をしていますが、実は計画の後半で447ページに児

相の強化の関係のセクションがあります。ここでは児相の人は施設に入るまではよく会っ

ていたけれども、その後あまり来ないということを言わせていますが、実際ケースワーク

をしていく中では当然施設に入ったりその直後までは児相の担当も頻繁に関わったりする

ことで、それが替わることでこどもにとって何らかの影響があるんだろうと、現場の動き

としてはそういったことがあるとは聞いていますが、実は入った後、この前の12月に被

措置児童の皆さんともお話しする中で、児相の人は知らない間に担当が替わったりしてい

るみたいなことも言われたりして、このあたりの整合を取るかどうか少し悩ましいところ

で、中でも話をしているところになります。 

たくさんあっていけないんですが、中でも少し考えているところで御意見をいただけ

ればと思っています。 

黄色のマーカーが非常に多くなっておりますが、例えば、トラウマとかアタッチメン

トの関係の解説が74ページと76ページにありますが、そこの解説や、里親の委託推進に
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ついては一定程度記述の充実・追加等を図っているところになります。 

そういった形で、今計画案に向けてこういったような修正・変更を加えたいと思って

いるところになります。長くなってしまいましたが、資料３は以上になります。 

資料変わりまして４－１に移っていただければと思います。こういったものを踏まえ

た計画案の概要ということでお示ししているものになります。 

こちらについては、前回御審議いただいた原案から大きな変更点はないわけですが、

朱書きした部分、赤色の文字の部分については、計画案で文言の修正を図ったものですと

か、あとは記載箇所の変更、特に障がい児の関係は施設のほうに入れ込んでしまったりし

ているところもあるので、そういったようなところの反映をしております。内容について

ですが、時間の都合もあるので大変恐縮ですけれども、前回とほぼ同じというところで省

略をさせていただければと思っております。 

次に資料４－２に移っていただければと思います。 

今回の後期計画ですが、これまでの審議の中でも当事者であるこどもに向けた計画、

そういった内容を中心に置いた構成を図ってきております。そういった中で、その概要と

なる資料につきましても、こどもに向けた内容を示していく必要があろうかと考えておる

ところでございます。 

そういったことで、今後計画策定・公表していくわけですけれども、この４－２でお

示ししたようなものでこども向けの概要も併せて公表したいと思っております。 

あと、参考資料２のほうで、主にこどもを対象に想定したダイジェスト版をお示しし

ております。計画本体は御覧いただいたとおり480ページ近くになっておりまして、なか

なかこれは大人であっても読み通すのは大変骨が折れるというところもありまして、特に

こどもの皆さんに向けて20ページ弱ぐらいのダイジェストをつくろうということで、今

作業をしております。 

資料３と４の説明は以上とさせていただきます。こういったこどもに向けた内容です

とか計画全体、あと原案から計画案への修正点等について、また御意見等をいただき御審

議をお願いしたいと思っております。説明は以上でございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。一つはこの計画案の内容で色分けしていただいている、特に

青で追記というか、この前までなかったところを詳しく解説を加えていただいたり、説明

が加わっていますけれども、それぞれのお立場からこの記載で大丈夫かということは個別

でまた見ていただけたらと思います。 

 その後、こども向けダイジェスト版をその話を終わった後で、内容やまとめ方に御意見

があればと思いますけれども、これを大体２時55分まで、当初の予定時間はそれなりに

取れるかなと思いますが、進められたらと思います。 

 では、まず計画案の内容について、色分けしているものについて、ページを言っていた

だきながら教えていただきましたが、最初のパブリックコメントの部分は先ほど確認して

いるので大体いいのかなと思います。資料３の中でいうと緑の計画案において新たに追加

した部分、これはそれぞれの委員からの意見をそこに反映していただいているので、その

方はよいと思いますが、ほかの方から見てどうかというところが一つあるかと思います。 
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 ３はさらに事務局のほうでもいろいろな御意見を、ヒアリング等をした中で説明を詳し

く入れたと。全く新しい点はないかと思いますが、使っていた言葉の解説等を入れてくだ

さったということです。より正確に記載するということで御意見をいただきたいというこ

とです。主に資料３でいうと２、３のあたりが多いかと思いますが、どこからでも、それ

ぞれ記載について何か思うところがあれば御意見をいただけたらと思います。 

 書いてあることが分からないなどでも結構です。聞き逃してどこのページにあるのかと

いうことも含めて確認していただければと思いますが、いかがでしょうか。だいぶたくさ

んあるので、思いついたことがあったら言ってください。 

 川瀬委員、どうぞ。 

 

（川瀬専門委員） 

 また教えていただきたいんですけれども、導入セクションの追加の「こども福祉ミーテ

ィングルームに集まる」のセクションを追加するという、「こども福祉ミーティングルー

ム」というものはどういうものをイメージしてつくられているのか、前回の会議で出てい

たらあれですが、その辺分かったら教えていただきたいんですけれども。 

 

（筒井係長） 

 これは「はじめに」というページが参考資料１の21ページにあるんですが、今回いわ

ゆる架空の場所として設定をしています。そこに皆さんが集まってくるという設定から入

るところになっています。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 山﨑委員、どうぞ。 

 

（山﨑特別委員） 

 修正箇所などではないんですが、24ページの「この本（計画）に出てくる人たち」と

いうところで、こどもの定義はよく言われていて、何歳にするかというところもこども計

画をつくったりするところですごく表記に迷うところもあるんですが、この「こどものＡ

さん」「Ｂさん」「Ｃさん」「ケアリーバーさん」はこどもという表記ですが、小学生だっ

たり中学生だったり、そこまでは考える必要もないのかと思うんですけれども、どのぐら

いの年代のお子さんなのかということを思いましたので、意見としてお伝えしたいと思い

ます。 

 

（筒井係長） 

 当然児童福祉法上は18歳未満というのはあるんですけれども、こども基本法だとそこ

ら辺はあまり明確にしないというところもある中で、議論している中で、あまり明確にし

てもいけないかなという、例えば年齢とか性別とか出したらどうかみたいなところもあっ

たりしたんですが、そこはあえて曖昧にしたほうがいいのかなと。読む人にそこは委ねた

いと考えているところです。 
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（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 青木委員、どうぞ。 

 

（青木専門委員） 

 資料３の２のこどもの意見表明関係のところで、まず指標に小学生以上のこどもによる

割合を指標として用いるということですが、意見表明等支援事業利用可能なこどもという

のをどういうふうに捉えていくのかというところは、具体的にどんなお考えなのか。この

資料の中に出てくるのか私も把握できていないところはあるんですが、教えていただけれ

ばと思います。 

 

（井口課長補佐） 

 評価目標を小学生以上ということで今回設定させていただいたということも含めて説明

させていただきます。青木委員からは前回の部会以降、利用可能なというところをきっち

り分かるような形で考えておくべきだという御意見をいただいております。その観点で、

もちろん一つは具体的に100％というものがしっかり測れるものでないといけないんだろ

うという気がしていて、そういう議論の中でお示ししたように、136ページのところで、

利用可能なこどもの割合の100％ということをきっちり出していくために、対象をここは

逆に小学生以上という形にさせていただいて、今回もアンケートを先ほども筒井から申し

上げたとおり、小学生以上のお子さんにさせていただいているんですが、そういった中で

意見表明等支援事業のことを、まずそもそも知らないと利用ができないわけでございまし

て、そういったものがあるということを知っていて、具体的に利用しようと思ったらどう

いう手続をすればいいのかというアクセスの方法が分かっているかどうかといったような、

そういう設問を設けることによって利用可能かどうかということを判断していくという形

を今のところは想定しております。 

 ただ一方で、小学生以上だけが対象ということではなくて、今後の事業の展開として具

体的な想定をもう少し記載をするという観点で、ピンクにはなっておりませんが、132ペ

ージの一番下からですが、②意見表明等支援事業で、ここのところの記載を充実しており

ます。今までは、「●」が二つだけだったところに、今後の取組の進め方として①から③

ということで、できるだけ施設に入っているお子さん、里親に入っているお子さん、乳児

院にいらっしゃるお子さんも含めて、この事業の展開を図っていくという具体的な方策を

記載させていただいたということでございます。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。青木委員、よろしいでしょうか。今のところは私も大事だなと

思いましたけれども書いてくださっているんですね。だから始めるに当たって指標として

使っていくときに、先ほどの分母をどうするかの問題で、明確にしないと測りようがない

ものなので、まずはそこを見ていくと。ただこれで全部見ているわけではないというのは

分かっているということで、乳児院にまで行くと書いているので、これはもう明らかに小
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学生より下のこどもたちと。全てのこどもの意見表明、その子によって出し方とかサポー

トが必要な子もいて、小学生以上でも障害があれば表明しにくい子もいるという中では、

いずれにしても全部ということになってくるんだと思うのですけれども、その考え方みた

いなところも、全部を対象として考えているからこの①②③というのを順次考えていくと

いうことだと思います。指標としては小学生以上で言っているけれども、考え方はこうい

う考え方で、指標をどうして小学生にしたかが読み取れればそれでいいですし、良くして

いくための指標ということで、指標の中では小学生としてまず分母にしていますというと

ころを書いていただけると、より理解がされるのかなと思いました。 

 青木委員が言いたところは、たぶんそのようなことですよね。この小学生だけに限って

いいのかというところですね。私もそれは何か引っかかったところで、でも説明に書いて

あったので、考え方はまさにそれだろうし、今回説明を受けないと分からなかったかもし

れないので、できれば書いておいていただけたらと思います。言うだけでなく、実際に状

況を動かすとしたら、まずはここから始めるというのが明確に分かるので、いいかなと思

いました。ありがとうございます。 

 では、宮川委員、どうぞ。 

 

（宮川専門委員） 

 今説明いただいた132ページの②で、括弧の中に「数年ごとに面会」とあるんですが、

数年に１回のこどもも起こり得るという感じでしょうか。 

 

（井口課長補佐） 

 このあたりに関しては、現実的には今年度現状一時保護所ですとか、児童養護施設２施

設に、昨年の終わりから巡回ということで試行的に意見表明等支援員が月１回とかお邪魔

してお子さんたちと、触れ合うというところも含めてアクセスする機会を設けることが始

まったところですが、現実的に現状では500人以上措置のお子さんがいる中で、そのお子

さんたちにどこまで直接こちらから出向いていってアクセスできるかというところは、正

直現段階では何とも言えないところがあります。 

施設であれば行ってそのお子さんたちがかたまって生活していることがあるわけです

が、里親さんの御家庭に関して特に申し上げれば、やはりだいぶ分散的にお子さんたちが

いらっしゃいますので、そこに毎年例えば１回行かれるかどうかはなかなか何とも言えな

いところで、そうしたときに、少なくともそういう事業が直接あるということを知ってい

ただく必要があるとすると、どこかのタイミングで行くということを設定する、あるいは

行かなくてチラシとかで説明して知ってるということもあり得るとは思うんですが、それ

だけだと不十分な点があるかなというところで、少なくとも一定の段階で一律的に訪問す

るようなことで、なかなか毎年は難しいかもしれませんが、直接意見表明等支援員という

人がどういう人なのかということに直接触れていただくような機会はやはり設けていかな

ければいけないかなというところで、その辺のバランスを少し考えた今のところのアイデ

アという形になっています。 

 

（宮川専門委員） 
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 ありがとうございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。大事なご指摘です。見逃しておりました。これは、なしでもい

いんじゃないですか、駄目ですか。「数年ごとに面会など」を取ってしまって、これが書

かれると、今はもっと行くんだと思っているんですけれども、違う人たちの代になるとい

うか、ここに関わっていない人が見たときに「数年ごとに１回行けばいいんだ」というよ

うな理解につながりかねない、誤解されかねない表現かなと確かに思いましたので、毎年

行くとは書いてもいないし、数年ごとにとも書いていないけれども、今後の取組としては

「応じて面会する」という表現があるので、そこまでにしておくというのも一つかなと思

ったんですけれどもいかがでしょうか。 

 

（井口課長補佐） 

 そうですね。この①②③も現段階の想定というところがありますので、どういった形に

最終的になっていくのかというところまでは具体的にはお約束ができない状況が逆にある

中で、現実的にある程度事業がすごく一般的になってくると、数年ごとにということもな

くはないのかなという気も正直しているところがあります。 

 ただ、できるだけ直接アクセスする機会が多いほうがいいというのはそのとおりだと思

いますのでちょっと検討しますが、いったんそこは外すということも考えられるかとは思

います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。ぜひ御検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 篠田委員、どうぞ。 

 

（篠田専門委員） 

 すごく細かいところですが、24ページの「この本に出てくる人たち」というところを

見ていると、「施設さん」というところで何となく児童養護をイメージしているんですけ

れども、児童相談所に措置されているこどもたち全てのこどもたちに対してということで

あると、児童養護と乳児院と両方の施設の職員が入ってもいいのかなと思っています。 

この感じでいくと、小学生以上を対象としているという話もあったんですけれども、

乳児院としては、乳児院のこどもが本当に思っていることを私たちが代弁できるわけでは

ないですけれども、毎日生活している中で、こどもがこう思っているだろうなとか、２歳

ぐらいになってくると本当にこどもたちの思いは表情とかですごく読み取れるところが出

てくるんですけれども、そういったところも私たちがここに入っているというところが示

されていたほうが、私たちとしては、この委員会にも児童養護施設の代表、乳児院の代表

という形で呼んでいただいていると思っているので、ここにも児童養護と乳児院と一人一

人呼んでいるという形で示していただくことができるかどうかを御質問したいです。 
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（上鹿渡分科会長） 

 いかがでしょうか。 

 

（筒井係長） 

 登場人物を考えていく中で、中心になるのはこどもであるというところで、最低３人ず

つ、こどもと大人と考えたときに、それ以上大人をどこまで増やすかというところがあり

ました。里親と一言で言っても県内に登録里親は255世帯、約500人いるわけで、この分

科会ではお二人いらっしゃるので、里親１、里親２にするかということも考えたのですが、

それをやるとつくっていく中で収拾がつかなくなっていくところもありまして、施設につ

いても、今日武捨さんもいらっしゃいますし、川瀬さんもいらっしゃいますしというとこ

ろで、委員としては３人いらっしゃいますけれども、施設というところでは一つにまとめ

るという形で、当然乳児院も含めれば、母子も含めれば、児童養護も含むという想定で書

かせてはいただいているところですので、そういったところで御理解をいただければと思

っているところです。 

 

（井口課長補佐） 

 もう一点補足ですが、実は特に左側の発言などに関しては、もちろん我々のこれまでの

知識や経験を踏まえたものもございますが、なかなか分かりにくいところもあると思うん

ですが、ここで行われた議論だったり御発言だったりということ、さらに言えば、いろい

ろな懇談会でしたり、そのお子さんたちとの懇談も含めて、そういったところでやはり御

発言があった内容で印象に残っているものだとか、大事だと思ったものはできるだけ流れ

の中で盛り込むような意識をしながら、実は書いてはおります。 

 そういった中で、うまくはまらなかったりするものがあったりすると、ちょっと別の方

の発言としてそういった御発言を生かすような内容を盛り込んだりということもしており

まして、そういった中で、例えば具体的には篠田委員の御発言も念頭に置きながら考えた

りということも当然あって、なかなか登場人物をたくさんにするとというところもあるも

のですから、そういうところでいろいろな方たちの意見を参考にはさせていただいて、左

のところは書かせていただいていると御理解いただけるとありがたいと思っております。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。今思っていたのは、最初に川瀬委員からもありましたとおり、

ミーティングルームの説明を今回入れていただいたのですが、今日この後にこの委員会に

入っている方々の名前も最後のところに入って、ここに学者さんとか出てくると学者さん

は私にことだろうと思って読間れるのではないかとかいろいろ考えておりました。もとも

とは委員の名前がなかったので、そうであればいろいろな学者を想定するだろうなと思い

ながらいました。そういう中で、たぶん施設と出ていてその３人がどうなんだとかいろい

ろなことを考えられたのだと思います。 

 今、井口さんがおっしゃった説明は分かりやすくて、実はこのミーティングルームとい

うのは架空だけれども架空じゃないというか、この委員会での議論、意見もちろん入って

いますし、いろいろな懇談会とかそれぞれ施設の方々に聞きに行ったり、ヒアリングで当
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事者に聞いたりとか、それら全手を含めたものがこのミーティングルームのやり取りの中

に集約されていることが、今のお話を聞いてわかりました。それを代表させている登場人

物がＡからそれぞれ出てきますが、語る形で書かれているというのが分かるような、注の

ところでもいいし、注の説明の「話合いなどをして」の「など」に、今、井口さんが言っ

てくれたのが全部入っているんだと思ったんですけれども、ここは実際にすごくたくさん

お話を聞いてくださったものが本当に反映されていると思うんですね。いろいろと大事な

意見が盛り込まれているので、それが分かるような説明を、この21とか22にしていただ

けると、今おっしゃっていた一つで代表していても自分たちの意見、考えも入っているん

だということが分かるんじゃないかなと思いました。書き方は難しいかもしれませんが、

井口さんが言ってくださった内容が入ると、よりいいかなと思います。ここに入るといい

んじゃないかと思いました。ご検討をよろしくお願いします。 

 まだ時間がありますので、島岡委員ももしあれば発言できますので。Zoomの島岡さん、

聞こえていますか。何か意見があったらミュートを外して言ってください。 

 

（島岡特別委員） 

 今のところ大丈夫です。何かありましたら挙手をします。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 山﨑委員、どうぞ。 

 

（山﨑特別委員） 

 皆さんの御意見を聞いていて私も感じたことを思いながら、御説明をお聞きして、ああ

そうなんだということがよく分かってきました。 

 この計画全体が斬新というか、すごく会話形式みたいになっていて、今までの計画と少

し違う計画になっていて、読んでいくと結構引き込まれてしまったんですね。なので、今

度こどもＡは誰だろうとか、学者さんってと読んだところに進んでいくので、形態として

はすごくいいものだとは思っています。 

 なので、この計画がこれからしっかり出来上がって、みんなで考えていくことができれ

ばすごくありがたい計画にはなるし、あといろいろな考え方についてもよく読み込んでい

くとすごく分かるので、いいものではないかとは今思ったところです。なので御説明がす

ごくありがたかったです。ありがとうございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。今のようなコメントでもいただけた

ら、県のご担当者にはすごく頑張っていただいていますので、いいのではないかと思って

います。 

 私からも、意見で入れたわけではないんですが、357ページにQPIのことも１ページ分

入れてくださって、これは非常にいいなと思いました。先日、この委員会の委員の皆さん

の多くの方に御参加いただいて、他にも関係者の皆さんご参加いただき、QPIを取り入れ
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られるといいですねという話になりましたので、入れていただいて大丈夫な内容だと思い

ます。これは本当に大事な点で、里親数をかなり増やすということが結構明確に具体的に

今回の経過では示されています。里親支援センターも10箇所とか、乳幼児里親等委託率

も75％とか示していますので、今度は里親養育の質の担保というところで、このQPIの話

というのはとても重要になってくると思います。幾つか一緒にやりましょうという自治体

と長野県も一緒に進めていけたらということで、少しずつまた話を進めようと今していま

すので、長野県の計画にこれが入っていると、コラムですけれども非常に進めやすくなる

だろうと思います。これは本当にありがとうございます。まさかこれをここに入れていた

だけると思っていなかったので、事前にいただいた書類ではまだこの文が入っていなかっ

たのですが、今日来てみたらこのようにさしっかり入っていたのでありがたいなと思いま

した。 

 それと障害児の家庭養育優先原則の部分も結構微妙で書けないかなと思いながらも、示

すだけは示していたのですが、これも383、384ページにしっかり入れていただいてよか

ったです。これは前にも言ったと思うのですが、今回の国からの策定要領では、障害児の

施設のこどもたちについて家庭的養育までは行きましょうと示してくれたのですが、そこ

から先、つまり家庭養護にまでとなるとはそれを書き込むのは無理ということで国の方で

はまだ言えていない状況です。これについて、県としての考え方として、これは大事なこ

とですと、家庭養育優先原則、パーマネンシー、別に障害児施設にいるからそれができな

いことはないはずで、しかし取り組み切れていなかったところを、県としてはそこも含め

てケースワークのときには考えたいということを言ってくださった。国が今回一歩先に進

めてくれたのですが、さらにその先に自治体が自ら進もうとしていることを示せると思い

ますので、ぜひこれについて言っていきたいと思いますし、入れていただいてよかったな

と思います。 

 里親支援は、次年度以降は障害のあるこどもを里親で見ている場合に、里親支援センタ

ーが見ていくというところにさらにしっかり国としても応援していこうという方向性も示

されてきていますので、施設でないとみられないと思っていた障害のある子どもを、里親

でどうしたら、どこまで対応できるのか。これまでは難しいけれども、対応できるように

するためにはどうしたらいいのかということを考えようとする方向になってきていますの

で、それとも一致したとても大事な点を入れていただいたなと思いました。ありがとうご

ざいました。これは意見ではなくてコメントです。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。少し細かいところで、青字のところをもう

少し見たほうがいいかなと思いますが、これはもう少し時間はあるでしょうか。今週ぐら

いまでがいいということですね。皆さん関係している部分で、今全部見るのも時間がない

と思いますので。 

 私も青の部分で見なければと思ったことが幾つかあったんですが、自分の関係するとこ

ろで新たに加えられた説明、黄色はいっぱいですが、青とかピンクあたりを特に見ていた

だいて、よろしければそのままでいいですし、書き方がどうだろうという疑問があったら、

ぜひ事務局にご連絡ください。 

 それと、今これだけはというところでご意見をいただいたのですが、ここは確認を取っ

ておきたいと不安に思っている部分はありますか。そういうものが特にあれば今ここでご
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確認いただくと良いと思います。 

 山﨑委員、どうぞ。 

 

（山﨑特別委員） 

 401ページの青いところで、弁護士さんの言葉を受けての「みなさんのいうとおり、こ

どものときに抱えていた困難な問題は、おとなになっても、いろいろなかたちで残りつづ

けることがあるのです」と長野県の方がおっしゃっている部分があるんですけれども、こ

こは肯定しているという感じで捉えればいいでしょうか。 

 

（筒井係長） 

 ここの言い方は正直悩ましかったところで、自立支援の文脈の中でこういった言い方を

しているんですが、弁護士さんのところでこういった発言があってそこを受けての発言で

すが、こどものときに受けたトラウマが大人になってもいろいろな形で残っているんだと

いうことをここでどう言おうかというところで、こういった言い回し、トラウマが大人に

なってもこういった形で発現するみたいなことを書いてもなかなか伝わらないものですか

ら、そこをどう書こうかなというところで、今こんなような形になっています。特に肯定

的に捉えているというわけではなくて、そういったことは大人になってからも引きずるも

のなんだというところを言わんとしていて、ここの言い方は悩んでいるところではありま

す。 

 

（井口課長補佐） 

 その御議論があるとすると、一つはここでも議論に少しなったかなと思いますけれども、

先ほどの里親の委託率のところは、お時間があれば御議論をいただければいいところかと

思っております。338ページあたりから。委託率が50、75と、目標設定をしていく中でそ

こまで急ぐ必要があるのかという意見もいろいろなところからお話を伺っている中で出て

くることに対して、計画の中で県として答えていくのかというところの書きぶりにはなっ

てはおるんですけれども。 

 こどもの持つ時間感覚は大人とは違うというところも言いながら、何を言おうとしてい

るかというと、これはもう大人の責任なんだということをどう表現するか。これは大人が

責任を持ってやらなければいけないんだというのは書き過ぎだなというところで、そこを

どう書こうかというところで、児童福祉法の３条の２、28年改正のときに加えられた条

文ですが、そこの趣旨を踏まえれば、当然国と県は進めていかなければならないことで、

そこに関わる人たちにもそういったことは理解してほしいんだという書き方を今している

ところです。 

 これだけでもかなりきついかなという言い方ではあるんですが、もう少しこう書いたほ

うがいいんじゃないかとか、こういう言い方をしたほうがいいんじゃないかというところ

があれば、今日でなくてもいいんですが、また御意見をいただければと思っております。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 これは黄色のところも追加していただいたんですね。「こどもの時間が」というところ
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は。 

 

（筒井係長） 

 少し言い回しを変えたところです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ここは一つ大事なところではありますよね。もう一つもしかしてあるとしたら、エビデ

ンスのほうから言ってみるみたいなことはあるかもしれないです。施設養護から里親委託

にするときに、やはり２歳未満など示されていたりもするわけで、こういうことは日本の

状況で出したエビデンスではないけれども、世界の常識になっているもので、見方はいろ

いろあると思いますが、施設から里親への移行は早ければ早いほどいいというのは、これ

はどの国の研究チームがやっても、何歳というのはいろいろありますけれども、早ければ

早いほど、こどもが当然あるべき環境や関係性があったら得られていた発達、その得られ

なかったものを取り戻せるということは本当にみんなが言っていることです。早ければ早

いほど子どもにとってはよいということはそこから出てくる。 

 ５年が早いというのは全体の動きとしてというところで、今回出てきたこどもの持つ時

間とか個別のこどもにとって５年間待って５年後に移るなんていうのは、とんでもないこ

とだというのは、それは個々で考えればよく分かることなので、そこをこども側の視点で

黄色でちゃんと入れていただいているので、発達の観点からも、より早く施設から家庭養

護へ移すということが、多くのこどもたちにとってあたり前の状況になっていけば、こど

もにとってよりよいんだというような言い方で入れてみるのは一つかなと思いました。ま

どろっこしくなりましたが、違った観点でそのように考えてみていただくといいかもしれ

ないです。 

 

（井口課長補佐） 

 ありがとうございます。スペースの関係もあってどこまで入れられるかというのはあり

ますが、考えさせていただきます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 黄色のマーカーのこどもの時間感覚というのは、要するに言い方を変えればそういうこ

とで、こどもの５年はもう小学生になってしまうぐらいのところまで行ってしまうので、

そこが失われるというのはどうだろうというのを、この黄色のところをもう少し強めに、

大人と違うと、書いていますけれども、ここがしっかり強調されれば理解できることかな

と思います。エビデンスのこともですね。それはそれで書き過ぎると日本とは違うんだと

いう話も出かねないので。 

 

（川瀬専門委員） 

 今から加えてしまうとページの問題もあるともちろん思うんですが、昨今の状況を考え

たときに、もちろん時間が必要な子もいるんではないかという立場もあるわけですね。里

親推進をこの数字とこの時間軸で見たときにはこういう文章仕立てにはなるとは思うんで
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すが、実際乳児院や施設を使いながら、そこでこどもが考えていく。例えば意見表明権で

あったり、あるいはこどもの成熟度によって選択するということもあるのではないかと思

うんですね。ですから、ここのこどもが持つ時間の感覚ということは上手な言葉だと思っ

たのは、里親推進の数字と時間だけではなくて、その子が本当に納得して選べるという、

そういう意味での里親制度の使い方もあるんではないかとは感じたので、こういう文言で

いいんじゃないかと私は思いました。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 井口さん、どうぞ。 

 

（井口課長補佐） 

 このこどもの時間感覚というのは、実はもともと入っていたものではあって、それにブ

ルーのところを少し追記した修正になっています。こどもの時間感覚の部分は、特にどう

しても乳幼児のことが念頭にあってこういう記載になっているところで、それだと当然

個々のケースごとに見ていくと当然そういうことなんですけれども、ただ一方で、５年間

という全体的な話でいくとどうしてこういうことを進めていかなければいけないのかとい

う観点を書く必要があるのかなということで、どこまで書くかというところで検討して今

加えたものがこの状態になっています。 

 やはり年齢によっても、だいぶそこの時間感覚のスピード感というのはどうしても違っ

てくるところがあって、乳幼児と小学生以上、特に中高生ぐらいになってくると、自分の

選択ということも含めてだいぶ変わってくる。現実問題として乳幼児のところで自分で選

択していくという話にはならなくて、大人が責任を持っていろいろな状態も踏まえながら

最善の選択をしていくことになってくると思うので、そういったことも含めてここは書い

ているところがあります。 

 それから根拠の部分に関しては、今追記したらという御意見もあったんですが、なかな

か根拠をここで書き始めると、またその持ってきている根拠の部分に関してはいろいろな

ものを書き込めないとなかなか厳しいところもございまして、もともと根拠というところ

についても、前段のところで科学的根拠も含めて家庭が保障されるべきみたいな記載は少

しさせていただいていたり、あとアタッチメントのところで２歳までが臨界期ですという

ことを少し入れたりはしていまして、その辺が少し科学的なものを踏まえて、ここではな

いんですけれども記載はさせていただいているところです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 入っていましたね。ありがとうございます。全部読んだのがだいぶ前だったので抜けて

いました。でもそこも入っていてこの表現でいいのかなと。乳幼児期と年齢が上がってい

てしばらくいた後での委託で、時間の書き方は確かに本人の意思もかなり出てきますので。 

 

（井口課長補佐） 

 それともう一点追加をすると、施設がいいお子さんもいるということは、何か所かたぶ
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ん記載はさせていただいて、具体的にどこというのはなかなかあれですが、いるんだとい

うことは記載をさせていただいているところです。そういったことも、逆の意味で意識し

て記載はしているところはございます。ここも正直年齢とかそういったところによってだ

いぶ違ってくるところはあるかなとは思いますけれども。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。その前の質問を読んだら、５年間でそこまで急いでやるのかと

いうところなので、やることはいいのだけれども、その期間としてどうなんだというとこ

ろだったので、今の書き方でいいのかなと思いました。あとはもしかすると「最善の利益

を保障する」というところでは、特にここに書いてあるような状況だと、乳幼児だとすれ

ばというところでは思うところでもありますが、ここは乳幼児とか限って書いてあるとこ

ろではないので、この書き方でまずはいいのかなと、今の説明を聞いて思いました。 

 ほかの方でさらに何かあればと思いますけれども。よろしいですか。だんだん時間にな

ってきましたけれども、大体よろしいでしょうか。皆さん、先ほど言ったとおりで、少し

でも気になるところがあればどうぞ。 

 それと、先ほど言おうと思っていた、大人になっていても残っているところ。あの話は

唐木さんが前にしてくださった内容かなと思ったんですね。こどもの頃児相に一時保護さ

れたときの記憶があって、それが大人になっても大変さとして残っていたというのはすご

く大事なお話で、それをそのまま載せるわけではないですが、この中の登場者としてケア

リーバーの方も入っていたと思うので、その方が言うような感じで入れておくのもありか

もしれません。言う人が長野県になっていたので、言う人を替えるといいのかなと思った

りもしました。内容はその感じでもいいと思うんですが、何か御意見があれば、唐木さん

からも、せっかくなのでご意見頂けたらと思います。なければいいのですが。前に言って

くださったことがここに生きるんじゃないかと思ったということです。 

 

（井口課長補佐） 

 先ほどのお話、御説明、いろいろなものをいろいろな形で盛り込んでいるという絡みも

あるので御紹介させていただくと、実はこの前の唐木委員のその御発言に関しては、すご

く私どもとしても重く受け止める部分がございまして、もともと一時保護のところでもそ

ういったショックというか、急激なものは悪影響がある、けれどもやる必要があるときに

はやらなければいけないんだというような、常にそういった記載を何回かしているところ

ではあるんですけれども、具体的にこどもさんの発言、若者の発言ではないんですが、一

時保護のところで盛り込ませていただいています。場所がすぐに見つからないのですが。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。特に絶対かえなければと思ったわけではないのですが、それが

あったなと思って言いました。それも取り入れていただいたのはとても良いことだと思い

ます。 

 では、一応想定していた時間が14時55分でここでの議論はこれで終わりということで。

もし細かいところで追加や修正点があれば、１週間以内は可能ということですので、出し
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ていただけたらと思います。ありがとうございました。 

 この計画については、令和６年１月に知事から長野県社会福祉審議会に諮問があり、審

議については本分科会において行うこととされたところです。それを踏まえまして、これ

まで本分科会において後期計画について審議してきたところです。これまで御審議いただ

いてきた内容を踏まえて、来月中旬、３月12日、これは日は決定ですか。 

 

（筒井係長） 

 そうです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 12日に長野県社会福祉審議会が予定されていますが、細かい文言等修正については事

務局と会長の私で調整した上で、答申案として報告してよろしいでしょうかということで、

皆さんにお諮りしたいと思います。１週間以内の分はまた意見をいただいて、それを全部

取りまとめてこちらで判断して出していくということになるかと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 島岡委員もそれでよろしいでしょうか。 

 

（島岡特別委員） 

 結構でございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 それでは細かい修正等は対応させていただいた上で、来月予定されている長野県社会福

祉審議会で答申案として報告したいと思います。 

  

（井口課長補佐） 

 すみません、今の箇所が見つかったので、221ページです。町村さんの発言という形に

はなっているんですが、上から２段目のところで一時保護の部分ですが、切り離されてし

まうということで大変だという市の方との話の中で、「こどものときに一時保護されたこ

とがある方から、そのことが、おとなになってもトラウマとして残っているという話を聞

いたことがあります」というのは、この前の御発言を念頭に置かせていただいてここに記

載させていただいたという形になっています。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここから10分の休憩で、予定どおり３時10分から再開にします。よろしく

お願いします。 

 

 

【 休 憩 】 
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（上鹿渡分科会長） 

 では、再開いたします。 

続けて、資料１の審議事項４の関係について、事務局からお願いいたします。 

島岡委員は大丈夫ですか。少し待ちますか。 

 

（筒井係長） 

ちなみに、前半の議論の中で、この場での議論もこの計画の中に織り込んでいますと

いう話をした中で幾つか紹介したいと思いますが、若者委員からいただいた意見が中心で

すが、前島委員に関しては107ページですとか、自分が大きくなってから自立援助ホーム

に入った中で、なかなか住み慣れないところにいきなり行って不安もあったんだというと

ころで、できるだけその地域の中でサービスを完結させたいという中でこういった発言も

織り込ませていただいたり、渡部委員からは123ページ、こどもの意見表明の関係ですが、

御記憶あるかあれですが、我々としては非常に印象に残ったところで、一番下のＯさんの

ところで入れさせていただいたり、先ほどの唐木委員の関係は221ページで、井口からも

ありましたけれども、そのような形で、それも含めてほかのところにもいろいろと織り込

ませていただいて、そういったものも取り入れながら論を展開させていただいているとい

う形で今回つくらせていただいていますので、「あ、これは自分が言ったな」というのが、

もしあれば、非常にありがたいと思います。前段ですみません、コメントさせていただき

ました。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。説明していただいてとてもよかったと思います。ありがとうご

ざいます。 

 では、再開いたします。 

 資料１の審議事項４の関係について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（筒井係長） 

 そうしましたら、参考資料１になりますが、471ページからを見ていただければと思い

ます。 

 右側は計画の策定経過と委員の名簿になります。定例的な記載事項にはなるんですが、

こども向けの内容を充実させてきたというところもあって、この箇所は最後になりますが、

委員の皆さんからこれまでの計画の策定ですとか、今後の計画の推進等に当たってこども

に向けたメッセージをここに入れてみたらいかがかなと考えているところになります。 

 実は、福岡県の水巻町というところがありまして、そこが非常にユニークな総合計画を

つくっています。今回の計画をつくる中でも着想を得たところがあったりしたわけですが、

その水巻町の総合計画の最後に、審議会の委員からの一言みたいなものが掲載されていま

して、それが非常に面白いと個人的には思っておりました。 

 この計画の最後の締めくくりの部分になりますが、その中で皆さんからこどもへ、今の

こどもであったり未来のこどもであったりすると思うんですが、こどもに向けたメッセー
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ジを入れてみたらいかがかなと思っております。委員の皆さんの同意をいただければそん

な形でお願いしたいと思っております。 

 この計画の策定後ですが、この分科会の議事録等もそうですけれども、県ホームページ

で公表をいたします。そのほか、予算の範囲内にはなるんですけれども、印刷・製本を今

考えておりまして、関係機関、できれば200部ぐらいは印刷したいなと思っておるんです

が、関係機関への配付も考えておりますので、特に若者委員のところで懸念等があれば遠

慮なくおっしゃっていただければと思っています。 

 この点について、まず御相談をさせていただきたいと思います。お願いいたします。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 今の説明について、質問や御意見等ありましたらお願いしたいと思います。まずこのメ

ッセージを書くのかどうかと、書く場合に名前はみんな載りますが、「どんな人？」とい

うところとか所属の書き方がこれでいいかというところですかね。そこを若者委員も特に

「どんな人？」というところでは結構詳しく書いてあったりしますので、こういうふうに

書いて配られますので大丈夫かどうかというところ、これはもう忌憚なく、こういう書き

方は嫌だとかいろいろあればそれは言っていただいて、あと、今日御欠席の前島委員はど

うしましょうか。 

 

（筒井係長） 

 事前に確認させていただいて御了解いただいているところです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 前島委員は了承ということですね、分かりました。でも一人一人違っていていいところ

だと思いますので、ほかの委員の方々も含めて御意見をいただけたらと思います。しかも、

全員で出さなくてもいいのかな。全員で出さないなら出さないというわけでもないですか。

できれば全員がいいですよね。 

 

（筒井係長） 

 匿名の形で出してもいいのかなと。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 確かにそうですね。ありがとうございます。何か御意見あればと思いますが、いかがで

しょうか。ちなみに福岡県の水巻町は何が面白いと思われたんですか。 

 

（筒井係長） 

 行政計画として非常にユニークで、そのときに何か記事になったものを見たんですが、

首長さんがかなりそこら辺に思い入れがあって、普通の行政計画だと、開けば初めに事務

方が書いたような首長の挨拶がつらつらと書かれていてみたいな、そういうのでは計画と

してつまらないよねというところがあって、非常にイラストとか漫画とかを多用して、い

わゆる対話のような形式も、コンサルを入れてやっているので非常にクオリティーが高い
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んですけれども、計画物でこういうものがあってもいいのかなというところがあったので、

なかなかそこまでのクオリティーのものはできない中で、今回こういった作業をさせても

らって、最後に関わった皆さんの思いをダイレクトに伝えられるような場所があってもい

いのかなというところで、今回御提案させていただいたところです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。思いをまさに伝えていただければ。その辺も本当は入るといい

なと思ったりするんですが、今回つくっていただいたのは事務方の方々の功績だと思って

います。いつもそういうことは載らないんですよね、事務方の方々のお名前は。私たちは、

誰が書いてくれたとかどなたが対応してくださったとか覚えているんですけれども、本当

はそういうのもあったらいいのにと思いつつ、でも私たち委員の思いは書かせていただけ

るということで、80字なので限られたものかもしれませんが。よろしいですか、肩書き

というか、「どんな人？」の説明はそれぞれ皆さん委員の方これで。もし何かあれば個別

で言ってもらったらいいですかね。言いにくいこともあればと思いますので。基本的には

一応皆さん名前は出して書いてみるということでよろしいですか。大丈夫ですか。ありが

とうございます。 

 

（筒井係長） 

 ありがとうございます。皆さん御了承いただいたところでありがたく思っております。

改めてここの記載をお願いしたいと思いますので、これも１週間ぐらいを目途にと思って

おります。分量ですが、非常に細かい話で、フォントやスペースの問題もあって、４行ぐ

らいになって、文字数は65～80文字ぐらいでお願いできれば。１人が少なかったり多か

ったりすると、バランスがあるので、そこの中でうまく収めていただけると大変ありがた

いというところでございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 これは皆さんへのメッセージ、こどもに語りかけるメッセージですか。 

 

（筒井係長） 

 そうですね、そうしてもらえると。事務局に対するコメントは一切不要ということでお

願いしたいと思います。それこそ今いろいろな状況に置かれているこどもであったり、も

しかしたら自分のこどもも含めたこどもであったり、未来に生まれてくるこどもであった

り、ケアリーバーの方であれば同じ境遇を経験している今のこどもであったり、こどもの

捉え方は皆さんそれぞれあると思いますけれども、そういったこどもに対して、この計画

づくりに関わってきた中で、こういうふうにあってほしいとか、こういう思いを持って私

はやってきたんだよみたいなところをダイレクトに皆さんの言葉にしてもらえると非常に

いいかなと思っております。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 それは連絡をそれぞれにいただけますか。 
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（筒井係長） 

 事務的なところはまたお願いさせていただきます。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 書き方等もよろしいですか。統一しないとならないと思いますので。では、ありがとう

ございました。では、この件はこれで終わりにいたします。 

 続けて、資料１の審議事項５の関係について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（筒井係長) 

 そうしましたら、資料５をお願いしたいと思います。 

 来年度以降の分科会の体制について御相談になります。 

 まず、今年度のところから御説明申し上げますけれども、ここまで後期計画の策定に向

けまして、常任の専門委員だけではなくて予防的支援の中核を担っていただく市町村の参

画ですとか、計画の当事者の参画が必要と考えまして、特別委員としまして市の代表とし

て千曲市の山﨑委員、町村の代表として阿智村の島岡委員に御参画いただいておりました。

さらに若者委員ということで、社会的養護を経験された唐木委員、前島委員、渡部委員に

御参画をいただきましてここまで計画の御審議をしてきていただいております。この特別

委員と若者委員につきましては、通知でもって御依頼を申し上げておりまして、今年度末

までの御対応ということでお願いをしてきたところでございます。 

 そうした中で、ここまで答申案というところまでこぎ着けてきたわけですけれども、今

後、先ほど会長からも説明がありましたとおり、社会福祉審議会のほうで答申をいただい

た上で、県として計画を策定していくということになります。そして７年度から計画期間

が始まっていくわけですが、今後策定されたこの計画に基づく取組を進めていく中では、

来年度以降はこの分科会において評価・検証を行っていくことになります。それを踏まえ

ながら課題や対応を整理していきながら取組を進めていくといった形になります。 

 そういったこともございまして、事務局といたしまして、今年度のこれまでの計画の策

定経過も踏まえまして、今後策定される計画の推進に向けては、評価・検証もそうですが、

推進に向けては引き続き特別委員と若者委員の参画をお願いしたいと思っているところで

す。 

 今回そういった特別に出席いただいている委員という立場でお願いをしてきたわけです

けれども、委員の皆さんにお諮りするところになるんですが、御了承をいただければ、令

和７年の４月１日の上のほうの括弧書きにしている運営要領の改正を行わせていただきま

して、正式に専門委員という形で加えたいと思っているところでございます。 

 そうなった場合の任期ですが、現在専門委員の任期は３年としております。そうすると、

今の専門委員の任期が令和８年８月末までとなっておりまして、そこに合わせたいなと。

ちょっと附則を加える形で終わりは合わせたいと考えております。 

 そういったことで、この件について御了承いただきましたら、山﨑委員と島岡委員は、

人事異動があるかもしれないですが、改めて市長会と町村会のほうには御依頼をさせてい

ただきたいと思っております。 
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 若者委員のお三方につきましては、できますれば引き続きあと２年ほどお付き合いを願

えないかなと思っているところでございます。 

 今年度計画策定もありまして４回分科会を開かせていただいたんですが、おそらく来年

度以降は、進捗管理というところもあって、例年ですと大体１回から多くて２回という形

でやっておりますので、回数的には少なくなるかなと思います。 

 そんなようなことで、今年度特別委員と若者委員の方をやっていただいた方については、

専門委員という形で正式な委員に加えたいなと来年度以降思っておりますが、そこについ

て御審議をお願いできればと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 ありがとうございました。ただいまの説明についての御質問・御意見がありましたらお

願いいたします。この形で行くのを承認するかどうかということですね。 

 

（筒井係長) 

 御了解いただければ、あとは事務的に作業を。若者委員についても、また個別に。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 いろいろ予定もあるかと思いますので、もう２年というのは難しいかもしれないですが、

またそこは御相談いただくと。形としては委員として全く同じ立場で今度は入っていただ

いて、期間も同じ期間で継続的に関わっていただくということで、市町村と若者当事者委

員ということでここに入っていただくということですね。 

 

（筒井係長) 

 そうですね。今そこの社会的養護経験者と市町村代表というのが全く委員の構成に入っ

ていないものですから、そこの文言を加えながら。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 そこを変えてでも入れるということですね。 

 

（筒井係長) 

 そういうことですね。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 素晴らしく大きな進歩だなと思ってお聞きしたんですが、来年継続するかどうかは別と

して、形としてそれでいいかどうかをまず承認を得られたらと思います。それについては

よろしいですか。何か質問や運用の仕方で何かあればと思いますが、大丈夫でしょうか。 

 島岡委員、今の県の御提案でよろしいですか。 

 

（島岡委員) 
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 はい。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 ほかに特になければ、この件については承認いただいて、個別でどなたが継続するかは

また事務局と御相談いただいてということで。 

 

（筒井係長) 

 そうです。ありがとうございます。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 今のお話ですけれども、ちょうどつい先日こども家庭審議会という国の審議会がありま

して、そこでも今年度最後だったんですが、ちょうど来年度運営をどうするかという話が

ありました。そこで一番に挙げられたのが、若者当事者の委員、こども若者委員を増やす

ということが出ていました。既にこども家庭審議会、その下の部会も全部複数でそのよう

な委員が入っているのですが、そこを増やしたいということと、あと委員も若手を入れて

いくということが言われていました。 

 学識経験者では結構年齢が上の方が出てきたりするわけですが、そこもその分野ででき

るだけ若い方々に、こども家庭審議会という場ですので、入れるところはそういうことも

考えたいと国からも提案されて、それが通ったところです。 

 そのときに若者委員から、２年間委員をやってこれが意味があるのか分からないところ

があったという言葉も出て、最初１年ぐらいは何を言っていいかも分からない中で出てい

ましたけれども、そこはもう２年やった後だったのである程度自分が言ったことが反映さ

れたのが見えてよかったですという言葉もありました。 

 ただ、私もそのとき意見もしたし、若者委員からも出ていましたが、今回やったことを、

せっかくやったのでどうだったのか、言いにくかったとか、説明をしてくれたけれども分

からなかったとかいろいろあると思うんですね。言いたいところで言えなかったとか。そ

のあたりは、長野県は初めての取組ですので、お三方に聞ける範囲で、時間をもしいただ

ければ直接聞いて、ヒアリングという形でどうでしたかと聞いていただいて、次年度に、

もし継続ならよりいいですし、されなくても次の方が発言しやすいような形をつくってい

ただけたらと思いました。 

 国のほうも、それは既にやっているようで、その結果を国の委員会でも生かし、県のほ

うにもそれを下ろしていきたいとのことで、そのようにしてくださいとも言い、してくれ

るということを言っていましたので、また国からも下りてくると思うんですね。そうした

らそれも参考に、よりこの若者委員、こども若者委員が参画しやすいような状況を、ぜひ

さらに進めていただけたらと思います。この運営要領を変えるところまでしてくださると、

本当に大きな進歩だと思いますので、この方向でまた続けていただけたらと思います。国

と同じ方向というか、先に行っているような取組が目の前で動いていたのでうれしくてコ

メントいたしました。ありがとうございます。 

 これで審議事項は終了となります。そのほかとして委員の皆様から何かありますでしょ

うか。特になければ、本日の審議はこれで終了となります。事務局に進行をお返しいたし
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ます。 

 

４ その他 

 

（井口課長補佐) 

 上鹿渡会長、それから委員の皆様、本日も貴重な御意見をたくさんいただきまして誠に

ありがとうございました。 

 それでは、事務局から御説明事項ということで１点ですが、冒頭局長からの挨拶のとこ

ろでも触れさせていただきましたが、令和７年度当初予算案の関係で、この社会的養護推

進計画の関係の事業に関して、お手元に配付させていただきました資料に沿いまして、室

長の内山より少し御説明をさせていただきたいと思いますので、お時間を頂戴できればと

思います。 

 

（内山室長) 

 児童相談・養育支援室長の内山でございます。本日も御審議いただきましてありがとう

ございました。以降、着座にて失礼いたします。 

 それでは、冒頭の局長の挨拶にもございましたけれども、この社会的養育推進計画に関

わります令和７年度の重点事業につきまして御説明させていただきます。 

 計画の策定と並行いたしまして、県の来年度予算案の編成も進めてまいりまして、本日

午前中の部局長会議で予算案が決定となりました。委員の皆様に個別事項ということで御

説明をさせていただきます。 

 番号を１番から８番までつけてございますけれども、１から３は既存事業になりまして、

冒頭に（新)と書いてあるのは令和７年度の新規事業になります。あと(拡)と書いてある

のが来年度に向けて、現在も実施しておりますが拡大事業ということになります。 

 一つ目のこどもの意見表明等支援事業につきましては、先ほどの意見表明のところで御

審議をいただいたところでございますけれども、今年から長野県社会福祉士会に事業を委

託いたしまして、意見表明等支援員の養成、それから関係する施設・里親の皆様への説明

を進めてきたところでございますが、来年度からは、こうした施設・里親、あるいは児童

相談所の一時保護所のこどもたちにアドボケイター、支援員が訪問いたしまして意見を聴

く取組を進めてまいりたいと思っております。 

 二つ目の児童家庭支援センターにつきましては、平成26年度から既に６か所というこ

とで、県内で行ってきている運営費の補助事業でございます。相談件数に応じまして、ま

た補助金を交付したいと思っております。 

 三つ目の妊産婦等生活援助事業につきましては、令和６年度、今年度からうえだみなみ

乳児院に事業を委託して進めているところでございまして、当面令和７年度もそのまま継

続ということになります。「にんしんSOSながの」というところにこの相談窓口について

は、SNS等による周知に加えまして、こうした妊産婦に居場所、あるいは食事提供など手

厚い生活支援ができるような体制を提供するということで引き続き進めてまいりたいと思

っております。 

 ４番からは新規事業になります。養子縁組の民間あっせん機関というのがございまして、
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こちらのほうに養親希望者が手数料を払っているんですが、150万円前後と高額なもので

すから、こちらのほうに記載はありませんが、１件60万円を上限に、国庫補助事業も活

用しながら負担軽減制度を新設したいと思っております。 

 ５番目は里親支援センター運営事業ということで、現在、うえだみなみ乳児院と松本赤

十字乳児院に運営をお願いしているところでございますが、令和７年度につきましては、

もう１か所増やしていければと思っております。 

 それから５－２、包括的里親支援事業につきましては、主に乳児院に対してになります

が、里親支援センターに移行する前の準備事業ということで、センターの立ち上げ支援の

経費を委託料として交付したいと思っております。 

 ６番目、こどものための親子関係再構築支援事業でございます。計画の中にも出てまい

りますけれども、こどものパーマネンシー保障のために児童相談所が関係機関と連携しま

して、親子再統合を進めていくということで、児童相談所の職員等にこうした内容のケー

スワーク、あるいは研修等を通じまして、こういったことを進めていきたいと思っており

ます。 

 また、矢印のところにございますけれども、国のほうでこども家庭ソーシャルワーカー

という資格を今回新設されたところでございますけれども、取得のために若干費用がかか

るということで、そちらのほうにも児童相談所あるいは施設の職員の皆さん向けに、若干

ですけれども補助金の制度を設けていきたいと思っております。 

 ７番目です。これは施設等の措置児童の皆様が、習い事、あるいは課外活動をするとき、

なかなか費用の捻出が厳しいというところもございまして、こういったところに県単独で

補助金の事業を始めていきたいと思ってございます。 

 ８番目、これは社会的養護自立支援拠点ということで、施設を出られた方、ケアリーバ

ーの皆様等の自立支援、就職面、進学面、いろいろ不安な面があるということで、国のほ

うで制度化されたものでございますが、長野市内に支援拠点を１か所新設をいたしまして、

こうした事業を行う福祉団体に補助金を交付しまして、その団体が中心となって支援を行

っていくということで考えてございます。ケアリーバーの支援につきましては、今後拠点

を拡大して自立支援の体制を強化してまいりたいと思っております。 

 説明は以上です。 

 

（井口課長補佐) 

 何か御質問があればいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 こども家庭ソーシャルワーカー資格の取得促進の補助も出るというお話、これは計画の

中にも５人×５年で25人と、そこは児童相談所で、今、施設の方も含めて出せそうな予

算になるんですか。 

 

（内山室長) 

 そうですね。予算上は児相の職員が年間５人、それから施設の職員は、まだ全額という

わけにはいかないかもしれませんけれども、10人を計上してございます。 
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（上鹿渡分科会長) 

 年間10人、来年度10人、それは伝えていただいて、たしかそれが取れたら月２万円ぐ

らい乗せてこられるというのがあるので、施設にとってはかなりメリットがあると。 

 

（内山室長) 

 補助要綱等につきましては、これから検討したいと思います。今は予算が取れた段階で

ございますので。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 こども家庭ソーシャルワーク研修を、早稲田で今年やっているんですけれども、これを

軸にして違った展開ができそうな感じがあるんです。児相の方、市町村の方もちろん受け

ていただいたり、施設の方が、このこども家庭ソーシャルワーカーという下に集まると、

いつもと違う連携が組めるようなところがありまして、長野県でその資格を持っている

方々が、施設もこれから多機能化でいろいろなことをやるという意味ではソーシャルワー

カーがたくさん必要になるんですけれども、集まったりするような場ができたりしていく

と、また新しい取組がこれから生まれますけれども、そういうことを考えて実践していく

人たちの集団になっていくんじゃないかなと思います。ぜひ県としても、児相もそうです

が、施設や社会的養護の関係のケアワークをやってきて、社会福祉士や精神保健福祉士を

持っている人はより取りやすい資格なので、そういう方をしっかり増やしていっていただ

けたらと思います。すごくいい予算を取っていただいたと思います。ありがとうございま

す。 

 

（内山室長) 

 ありがとうございます。今おっしゃっていただいたとおり、児相だけではなくて、施設

の職員の皆様にも、若干そういった費用を出しまして、資格取得を後押ししてまいりたい

と思っております。 

 

（井口課長補佐) 

 お時間の関係もありますが、もしあと一つ、二つあればと思いますが、よろしいでしょ

うか。もしまた何かございましたら、直接お問合せいただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（杉山委員) 

 今のことに関連して、このこども家庭ソーシャルワーカーの資格というのは、里親会の

誰かでも当てはまれば取れますか。分かりませんけれども。 

 

（井口課長補佐) 

 結論から申し上げると施設の職員の方向けという形になっております。 
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（上鹿渡分科会長) 

 財政的な補助ですね。 

 

（井口課長補佐) 

 補助金ということです。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 資格があれば社会福祉士や精神保健福祉士なら100時間ぐらいで行けたり、ほかもいろ

いろこれまで従事していたり、保育士さんから行かれるルートもあったり、ただ時間数が

だいぶ長いので大変は大変なんですけれども、自分で費用が出せ流のであればもちろんそ

こからも取ることはできますが、県からの（補助は)ないということですね。施設のほう

にということですね。ありがとうございます。 

 

（井口課長補佐) 

 では、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 そうしましたら、御案内のとおりではございますけれども、本日が今年度最後の分科会

ということになります。１年間、後期計画の策定に関しまして多大なる御理解と御協力、

それからいろいろな御意見を頂戴しましたこと、改めて感謝申し上げます。 

 最後ということでございまして、今回の計画の策定ですとか、今後の県や関係機関、お

取組に関しまして、委員の皆様からお一言ずつコメントをいただければありがたいなと考

えております。 

 順番でございますけれども、出席者名簿順という形で、青木専門委員からお願いをさせ

ていただいて、上鹿渡分科会長は最後に一言いただければと存じます。いろいろなこれま

でのことですとか、御自分のお立場からですとか、どういった形でも結構ですので、今回

の策定ですとか、今後の取組に関して一言ずつ、最大３分までという感じでコメントをい

ただければと考えております。よろしいでしょうか。 

 では、名簿順ということで青木委員からよろしくお願いいたします。 

 

（青木専門委員) 

 青木です。私は弁護士の仕事をしておりますが、業務の中で親子関係の再統合・構築だ

とか、虐待を受けたこどもの相談とかそういうものを受けてきた中で、今まで感じていた

こと、気になっていたこと、そういったいろいろなことが盛り込まれているような後期計

画になっていると感じています。 

 私の立場で十分な御意見を出すことができたのかどうか、心配なところはあるんですが、

皆さんの意見を伺って大変勉強にもなりましたし、大変すばらしい計画になっていると思

いますので、これが本当にこどものところに届くように、これからしっかりとフォローも

できたらと今は感じています。 

 私のほうからは以上です。 

 

（川瀬専門委員) 
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 川瀬です。長野県の児童福祉施設連盟という児童養護施設を代表して、連盟は21施設

あるんですけれども、その代表という立場で参加させていただきました。委員になって、

この社会的養育推進計画というものを網羅的にというか、全体的に自分自身が改めて勉強

し直す機会になったことは、とても自分自身も良かったなということと、同時に児童養護

施設、あるいは児童福祉施設の今までのこととか、今とかこれからをどう考えていかなけ

ればいけないかという課題に向き合えるいい時間をいただいたと思っています。 

 児童福祉施設も、変わらなくていいものと変わっていかなければならないものと、両面

あると思っておりますし、本計画の中身を見るにつけて、里親さん、そしてまたその背景

にある地域との共生社会というか、今ある孤立対策だとか、あるいは引きこもりだとか、

いろいろな問題がここからも見えてくるので、そういったところに、児童福祉施設が新た

に実践を通じて、一緒に地域と関わって成果を挙げていかなければならないのではないか

と感じた次第であります。 

 本当に良い学びをさせていただいたことに感謝し、また21施設とこの考えや思いは共

有をして、さらに県の施策に寄与してまいりたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 

（篠田専門委員) 

 篠田です。大変お世話になりました。乳児院というところでこの委員会に出てくるに当

たっては、私はどういう役割なのかと考えたときに、やはり今までの経験と、乳児院から

発信できるものがあればというところが役割かなと思って切り替えて、すごく恐縮してい

た部分もあったんですけれども、そんな思いで毎回参加させていただきました。 

 しつこくなるような部分もあったり、細かいところを追及したりという部分でちょっと

御迷惑をかけてしまった部分もあるかと思うんですが、中でも、若者委員の皆さんの発言

を聞くたびに、私が当時関わっていたこどもたちは今どうしているのかなとか、そういっ

たところにも思いをはせながら、こういった経験をした皆さんの意見だとか、多方面のそ

れぞれの立場からの御発言によって、この計画が策定されているので、願っているのはこ

どもたちのために、こども一人一人がみんな幸せになれるようにといった思いで意見が言

えたかなと思っているので、本当にいろいろな意見が聞けて、私としてはすごく学びの場

となってありがたかったです。ありがとうございました。 

 

（杉山専門委員) 

 自分のこどもと里子さんと一緒に養育する中で、楽しい家庭が一番大切だと今さらなが

ら痛感しています。40年前に里親になったときは、ボランティアというか、そんなよう

な形でやっているという認識で、国も県も特別な方針というのはなかったんですが、今こ

の審議会に参加させていただいて、とてもよくこどもたちのことを考えていただいて、本

当にありがたいと思います。昔、40年前に比べれば天と地との差があります。それを具

体的に学ばせていただいて、本当にありがたく思いました。この学ばせていただいたこと

を、また里親会にも下ろしていかれたらと思います。 

 私は年は重ねておりますが、気持ちはこどもと一緒で、いつも面白いことを考えておる

わけですが、これからもこどもの心に帰って、養育するこどもと一緒に楽しく遊びたいと
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思っております。ありがとうございました。 

 

（宮川専門委員) 

 ただただ学ばせていただいた１年間だったと思います。ありがとうございました。若者

委員の方々が参加してくださったおかげで、今までにない、いつも考えていなければいけ

ない視点を意識させていただいたということがとてもありがたかったのと、会議の資料や

言葉も私にとっても分かりやすくなっていて、それが参加する者としてとても助かりまし

た。ありがとうございました。 

 

（武捨専門委員) 

 武捨です。私は母子生活支援施設、県の連盟の会長という立場でこの場に参画をさせて

いただいておりますが、連盟と言いましては、実は県内に３か所しかなくて、その中の一

つがこの年度末でいったん休止に入ります。ですから、７年度以降は当面二つの施設しか

ないのに連盟と名乗るのはちょっと大げさだな、考えなくてはいけないと思っているんで

すが、ただ、この社会的養育、新しいビジョンが出た後に、上鹿渡先生と当時の内閣府の

審議官が私の施設に来てくださって、そのときに聞いた話が、「あ、本気だな」と、私も

そう思えるぐらいの話がございました。そうすると、母子生活支援施設のこれからの姿と

いうのは、それなりに私もイメージしておりました。 

 というのは、より家庭的な養育優先とパーマネンシーという二つの柱のうち、母子生活

支援施設は、なんだ母親しかいないけれども家庭養育そのものじゃないかと、そうなんで

すね、世帯ごとに違うんですから。そしてその家庭養育そのものに施設としての支援が加

わるということを考えれば、これはいよいよ児童養護施設よりも母子生活支援施設の時代

が到来するんではないかと、ちょっと夢を抱いたぐらいの話ですね。 

 そんなことで、全国の母子生活支援施設の数、サイズがだんだん小さくなってきまして、

特に関東ブロックにおきましては、私がおよそ30年前にこの分野に関わり始めたときと

比べるとおおよそ100施設ぐらい減じております。この頃なぜこの施設がこれだけ減少し

てきたかということを研究されている研究者の方がいるのかと思ったらいないんですね。

なぜ廃止されて減ってきたかということをテーマに研究されている方はいらっしゃらない。

感覚的には公立直営型が一番先に廃止して閉めてしまったというのは想像がつくのですが、

今公立は大体が指定管理制度で動いておりますので、今稼動しているのが実際200を切っ

たと思います。197～198か所に全国で減ったと思いますので、関東ブロックの中でも相

当数が減少してきた。 

 これからせっかく家庭養育優先とパーマネンシーという考え方の中で、私は新しい施設

の将来を想像するのにとても楽しみにしていたのですが、この件について、今年の７月２

日、３日と上田市で関東ブロックの研修会を私が企画しておりまして、そこにこども家庭

庁の胡内さんと、メインゲストとして上鹿渡先生にお願いして、無理を申し上げたんです

が、やっと７月２日の水曜日はおいでいただけるということでお返事をいただきました。

本当にありがたく思っています。学生さんと公務員の方は参加費をただで出そうと思って

いますので、その他御希望のある方は、私に言ってもらえばただにしますので、ぜひ御参

加いただきたいと思っております。 
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 もう一つ、この後期計画の内容、私も幾つか失望したなんて大変失礼な言い方をしたこ

とがございますけれども、それはさておき、非常に表現の仕方、内容の構成の仕方、本当

によく工夫されているなと思って、本当にこれを担ってこられた皆さんに頭が下がる思い

をいたしております。 

これを見ながら、中学高校でこれをテーマに授業をするとしたら、どういう柱組みを

してどういう教案をつくるかなと思いながら見ておりました。結構高校とかでやってみた

くなりました。私も二つの高校で授業を担当してきましたけれども、こういう内容は本当

に教材としては使いいいということで、本当にいいものを、出来上がりとして見せていた

だいたと思っておりました。ありがとうございます。 

 

（島岡特別委員） 

 １年間大変お世話になりました。本日は、体調の都合でそちらに伺えず、オンラインで

参加させていただき誠に申し訳ありません。いろいろとありがとうございました。市町村

特別委員として役目を果たすことができたか自信は全くありませんが、児童相談・養育支

援室の皆様、上鹿渡委員長はじめ、委員の皆様と御一緒させていただくことで何とかここ

までやれることができたかと思い、感謝しております。 

 また特に今回ほかの委員の方もおっしゃっていましたように、若者委員の皆さんと御一

緒できお話をお聞きできたことが何よりよかったと思っております。長野県にこんなに頼

もしい若者がいることに大変勇気づけられました。その勇気づけられたことを基にまた計

画も進められていけたらいいのかなと感じております。 

 私も個人的に他県の計画などのお話を聞く機会がありましたが、やはり長野県の今の計

画は大変画期的で、こどもに寄り添う、こどものために動く、とてもすごくいい計画だと

思っております。ただこどものために動くには、やはり様々な意識の変容とか進化も、大

人も変わらないといけないなというところを感じております。自分自身も含めて、こども

のための計画ですが、大人もどう変わっていくかということを課題にしてやっていきたい

と思っております。どうもありがとうございました。 

 

（山﨑特別委員） 

 どうもありがとうございました。市の立場で参加させていただきました。御期待のよう

な役割を果たすことができたかということは、意にそぐわないような意見も述べさせても

らったこともあったかもしれません、御迷惑をかけたこともあったかなと思いながら反省

しているところもあります。 

 皆さんいろいろな方、施設の方、里親の方、若者委員さんから、いろいろな御意見をお

聞きすることによって、またそれに対する県の方の御説明とかによって、私自身の学びが

大変深まりました。あとこの計画策定のものを読みながら、こういうことをまた市でもや

っていく必要があるんだなということを改めて気づかせていただいたところもあります。 

 若者委員の皆さんの率直な今までの意見、すごく胸に刺さってきております。ここで立

派に、私たち委員みんなに思いを伝えてくださったこと、私はすごくありがたく思ってお

ります。これからも頑張って進んでいっていただけたらと思います。 

 あと、この計画、これから進捗状況等を確認していくことになりますが、市の立場でも、
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これを踏まえながらまた自分たちの事業の計画等を見つめ直して進めていきたいというこ

とを思っております。上鹿渡先生のいろいろなアドバイスや見方の見解とかすごく勉強に

なりました。皆さん、ありがとうございました。 

 

（唐木若者委員） 

 唐木です。ありがとうございました。ちょっと言葉が難しかったり、初めて聞く言葉が

たくさんでなかなか意見が言えなくて申し訳ないんですけれども、施設と里親さんのとこ

ろで過ごして、今、こどもが３人いるんですけれども、妊娠中にこういう支援があったら

いいなとか、そういうことをもっと分からなかったら聞いたりして、意見をもっと言えた

らいいなと思います。ありがとうございました。 

 

（渡部若者委員） 

 渡部です。今回このような本当に貴重な機会に参加させていただけたのが本当にありが

たかったと思います。何かこういった決め事をするときは、やはり本当にこどもの意見が

反映されるかというのが、こども目線だと分からないまま決まったことが、こういうふう

に決まりましたということが当事者のとき多かったかなと思うので、若者委員という形で

現状の当事者ではないですが、こどもの意見を聞いてくださる大人の皆さんの体制がすご

くありがたいなと思いました。ここにいる皆さんが、本当にこどものことを考えているん

だなというのがすごく伝わってきたので、本当にこの計画ができるだけ計画どおり進むこ

とを願っています。本当にありがとうございました。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 皆さん、本当にありがとうございました。若者委員のお二人からも言葉をいただきまし

たけれども、今回一番大きな変化はここだと思います。このように参加できるように県の

事務局のほうでいろいろな配慮をして準備をしてくださったので、できたことでもありま

すし、さらに今日の話で正式にというか、今回も正式にですが、もっと持続的に、ここか

らはずっとあり続ける委員になると思うんですが、ここに今回入ったというのは本当に大

きいなと思います。 

 ただ、初めてということもあり、これは参加されるほうも県のほうも、やり方をだいぶ

迷われて、私も初めてこの司会の立場でどうやったらいいかなと、皆さんもたぶんいろい

ろ思いながらだったと思います。けれども、若者委員の意見に対する感謝、気づきは皆さ

んからありましたし、私もありました。それと、言葉を出していただかなくても、ここに

いらっしゃるということで、やはりその視点で考えたり、私も言葉を発する、十分配慮で

きずの言葉もあったと思うんですけれども、でもいないときとやはり違う感覚で話をいろ

いろしていたと思いますし、振りたいときは振らせていただいたりもしたんですけれども、

やはりいてくださるということだけでも、かなり大きな変化だったと私は思っています。 

 今後続けられるかどうかは、いろいろなお仕事の関係とかもあるでしょうけれども、も

し続けていかれるともしかしたら、もっと分かりやすくなったり、顔も知り出すともう少

し話しやすくなったりすると思うので、そこからまたこれまで言いたかったことを言って

いただくということができていくといいなと思っていました。 
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 それと今回、本当にこの冊子、最初の案が出たときに非常にびっくりしました。もうこ

んなにすごいものが、形式もびっくりだったんですけれども、内容としても、大事なとこ

ろの説明にこれだけ使う計画は、まあ見たことがなかったので、しかもまだ曖昧になって

いたパーマネンシー保障、家庭養育優先原則、そしてこどもの権利についてもこの三つを

しっかり入れていただいて説明もし切って、最初にしっかりと、長いんですけれども大事

なことがしっかり入っているということに驚きまして、これは本当にうれしく思っており

ました。 

 これは、ここでつくられていくには、そもそも書く側、つくっている事務局の方の理解

がないとつくれないものです。４回や５回の話合いだけでつくれるような内容ではないん

ですね。なので、そこに書く、まとめるときの努力というか、労力というか、これは本当

に今までにないレベルのものを費やしてくださったと思います。 

 私はいろいろなところで県の方々とはお会いしていまして、例えばこのパーマネンシー

保障、とても大事なこの考え方を県で広めていくために合宿というのをやっているんです

ね、別の団体で。そこに今年度７人実は長野県から参加してくれているんです。これは各

児相から１人ずつと、本庁からもお二人来てくださったと思いますが、ほかの県は大体１

人か２人です、多いところで３人とかはありましたが、７人というのはちょっとあり得な

い人数だったので、よくそんな出張をさせてもらえたなと思っていたんですけれども、そ

のぐらいしっかり学ぼうとされて、そのときは泊まりで、ほかの県の方々とも話しながら、

ここにあるような内容の軸になるようなところを共有されていました。 

 ほかにもいろいろな研修依頼が私にもありましたし、私ではなくて直接いろいろこの領

域のいい取組をしていらっしゃる方々、実践の方々や大学や国の方にもお願いをして、い

ろいろな研修を組んで、この前のQPIも、まさに皆さんが大勢で出られましたけれども、

ああいうのをすごく県のほうから積極的にやってくださったんですね。この計画策定して

いる間じゅう、ずっと、その前もあったんですけれども、特に今年、今年度そういう動き

がたくさん見られたなと思います。本当にたくさんの努力をして基になるものをつくって

いただいたので、ここでもいろいろな議論ができました。 

量が多く領域も広いので、なかなか全部し尽くすということは難しかったんですが、

でも基本的に大事なことは大体盛り込めていて、これを基にこれから実践が始まって、評

価のことも今日ちゃんと出してくださっていて、そこにこそ若者委員が入るという、この

発想もとても大事なんですね。今まで若者委員、当事者委員はつくるところにも入ってい

なかったですけれども、評価するところにはもっと入っていなかったと思うんですね。だ

から計画をつくってそれを評価するところにも、どうなったのかというところにも、そこ

でこそ若者委員から「実際できていないですよね」とかいうことを率直に言ってもらうみ

たいなところが出てくると、本当にこどものためにつくった計画がこどもと共にあるとい

う状態をつくっていけるのではないかと思っています。 

 すみません、長くなっていますけれども、国のほうでもこれは策定要領というのをつく

るところに関わっていました。ですので、策定要領をつくったのは国ですが、その前の段

階の案、これは調査研究という形で早稲田大学社会的養育研究所が受けて、２～３年ぐら

いかけて、最後の１年で大体こんな項目になるかなということを考えていったわけですが、

非常に広くて、これは実際どうやって現場の方々がつくっていくのかなということも思っ
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ていたんですね。そのときに、こちらで私も実際に計画をつくる側の委員、委員長にして

いただいて関われたということで、そこでこんな感じかなというのを具体的にできたのは

これなんですね。そういう意味でも非常によい経験というか、具体的にこういうものがで

きて、本当に国の策定要領にあった大事なエッセンスは全部取り込まれているなと思いま

す。 

本当に細かいところまで見ていくと、評価指標で目標値を立てるところもあるんです

けれども、実は目標値を立てられないけれども大事な指標もあるんです。変化をちゃんと

見ていくためにこういうことを見ていきましょうというのは、早稲田の研究の中でも出し

てあるので、そこは一応策定要領にも入っているのはあるんですが、たぶんあまり取り入

れられないだろうと思っていたんですが、ここでは実はそういうのも、目標値にはならな

いけれども見ていくときの大事な指標と、最後のところにちょっと入れてくれているんで

すね。 

そういうのも１回ここに入っていれば使えますので、そこにあった指標はどうなって

いるんですかということを聞きながら、動きがちゃんといいほうに行っているかどうかを

そこで見られますし、あと実際の声は若者委員や、また今社会的養護にいる子たち、先ほ

どは今は違いますという話でしたが、今いる子たちはまた違う経験をしている可能性もだ

いぶありますので、例えば若者委員にヒアリングに一緒に行っていただいて、そこでより

聞きやすい状態でこどもたちから話を聞くとかいうことでこれができているのかというこ

とをちゃんと見ていく、この二本立て、こどもの声と客観的な評価というのを入れられて

いくと、ここに書いてあることをちゃんと実現していけるんじゃないかなと思います。 

これは、県の中では皆さん替わっていくんですけれども、今回理解いただいている内

容はかなりしっかり理解していただいていると思うので、これを次の方にもぜひ伝えてい

ただき、ここに書いてあることを実現するということが大事なことなんだというのを十分

分かっていただけたら、次の５年でここに書いてあること全部実現できたら、だいぶ状況

が変わるんじゃないかなと期待します。 

こどもが抱えているものはたくさんありますけれども、長野県も自殺や不登校が多い

県でいろいろな取組をしていますが、私が思うのは、今一番困っているところでどうしよ

うかということを考える予防のレベルなんですね。そうではなくて、もっと手前のところ

で、虐待もそうですけれども、自殺する子たちだって本当にもっと手前のところで関わっ

ていないと、今見つけて今何とかしない状態でいったん思いとどまっても、もう引きずっ

ているものがあれば、また何かのタイミングでもう一回そういう気持ちになるというのは

避けられないと思うので、この手前のところをやるという意味では、今回の計画は、まず

は社会的養護・養育ですけれども全体に広がって、全てのこどもの幸せにつながるもの、

長野県のこどもの状況を変えていくとても大事な計画が立てられたと思います。 

皆さんが力を合わせて５年間で何とか実現するということで行けたらと思っています。

すみません、長くなりましたが、時間もまだあったので言いたいことを言わせていただき

ました。本当にありがとうございます。また次年度以降も続いていきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（井口課長補佐） 
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 委員の皆様方ありがとうございました。それぞれ感想、コメント、改めて私ども受け止

めさせていただければと思いました。 

 そうしましたら、最後になりますが、事務的な御連絡をさせていただきます。先ほど分

科会長からもお話がありましたが、本計画に関しましては３月12日に行われる予定の長

野県社会福祉審議会での答申、それから３月下旬に開催予定の庁内の部局長会議での報告

を経まして策定となります。策定となりました際には、委員の皆様にも御連絡を申し上げ

たいと思っております。 

 それからパブリックコメントの関係で、もし御意見等ございましたら、今週中を目途に

よろしくお願いをいたします。それから計画案全体、特にマーカーがついているようなと

ころに関しまして何かございましたら、本日から１週間程度、来週の水曜日ぐらいを目途

ということで御意見等を最後いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、お願いをさせていただきましたメッセージに関しましても、来週の水曜日ぐ

らいということですが、こちらは改めて御連絡、御案内を申し上げたいと思いますのでよ

ろしくお願いをいたします。 

 また、来年度の第１回の開催時期に関しましては、庁内でも検討いたしまして、その前

の御相談も含めて御連絡等をさせていただきたいと思いますので、来年度も引き続き御協

力のほどよろしくお願いをいたします。 

 そうしましたら、今年度最後ということで、１年間大変お世話になりました。最後、室

長の内山より御挨拶を申し上げられればと思っております。 

 

（内山室長） 

 室長の内山でございます。先ほど申し上げましたが、この１年間大変貴重な御意見をい

ただきまして、大変ありがとうございました。先ほど各委員の皆様からも御発言があった

とおりでございますけれども、専門委員の皆様に加えまして、市町村委員ということで、

山﨑様、島岡様、それから若者委員ということで唐木さん、前島さん、渡部さんに今回初

めて参加をいただきまして、これまでの施設や里親の家庭での御経験を基に貴重な御意見

を頂戴できました。計画内容が、また一層充実するものになったのではないかと思ってお

ります。 

 計画は、もちろんつくって終わりということではございませんで、皆様からもあったと

とり、これから５年間の中でどういうふうに実現していくかというところが真価が問われ

るところでございます。実際にまた評価ということで、引き続きできましたらこの委員会

に御参加をいただければと思っておりますので、各お立場からもっとこうしたほうがいい

んじゃないかとか、こういう取組は改善したほうがいいんじゃないか、ここが足りないん

じゃないかというようなことがありましたら、また御示唆をいただければと思っておりま

す。 

 また引き続き今後もお世話になりますけれども、今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

 

 

５ 閉 会 
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（井口課長補佐） 

 そうしましたら、少し早い形にはなっておりますけれども、よろしければ以上をもちま

して終了とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の分科会は終了とさせていただきます。皆様、本日

も貴重な御意見誠にありがとうございました。それから１年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。引き続き来年もよろしくお願いします。 

 では、今日の分科会は終了とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（一同） 

 ありがとうございました。 

（了） 


